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北本市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 北本市都市計画税条例（昭和４６年条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第１６項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「若しくは第４２項」を「、第４２項若しくは第４

４項」に改め、同項を附則第１６項とする。 

  附則第１４項中「附則第４項及び第６項」を「附則第５項及び第７

項」に、「附則第４項及び第７項」を「附則第５項及び第８項」に、

「附則第５項、第７項及び第８項」を「附則第６項、第８項及び第９

項」に、「附則第７項から第９項まで」を「附則第８項から第１０項

まで」に、「附則第９項」を「附則第１０項」に、「附則第１０項か

ら第１２項まで」を「附則第１１項から第１３項まで」に、「附則第

１１項」を「附則第１２項」に改め、同項を附則第１５項とする。 

  附則第１３項の前の見出しを削り、同項を附則第１４項とし、同項

の前に見出しとして「（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等）」を付する。 

  附則第１２項を附則第１３項とし、附則第１１項を附則第１２項と



する。 

  附則第１０項の前の見出しを削り、同項を附則第１１項とし、同項

の前に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の都市計画税の特例）」を付する。 

  附則第９項を附則第１０項とする。 

  附則第８項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則

第９項とする。 

  附則第７項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則

第８項とする。 

  附則第６項中「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則

第７項とする。 

  附則第５項を附則第６項とする。 

  附則第４項の前の見出しを削り、同項を附則第５項とし、同項の前

に見出しとして「（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を付する。 

  附則第３項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

第２条 北本市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１７項を附則第１８項とする。 

附則第１６項中「若しくは第４４項」を「、第４４項若しくは第４

５項」に改め、同項を附則第１７項とする。 

  附則第１５項中「附則第５項及び第７項」を「附則第６項及び第８

項」に、「附則第５項及び第８項」を「附則第６項及び第９項」に、

「附則第６項、第８項及び第９項」を「附則第７項、第９項及び第１

０項」に、「附則第８項から第１０項まで」を「附則第９項から第１

１項まで」に、「附則第１０項」を「附則第１１項」に、「附則第１

１項から第１３項まで」を「附則第１２項から第１４項まで」に、

「附則第１２項」を「附則第１３項」に改め、同項を附則第１６項と

する。 



  附則第１４項の前の見出しを削り、同項を附則第１５項とし、同項

の前に見出しとして「（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等）」を付する。 

  附則第１３項を附則第１４項とし、附則第１２項を附則第１３項と

する。 

  附則第１１項の前の見出しを削り、同項を附則第１２項とし、同項

の前に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の都市計画税の特例）」を付する。 

  附則第１０項を附則第１１項とする。 

  附則第９項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則

第１０項とする。 

  附則第８項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則

第９項とする。 

  附則第７項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則

第８項とする。 

  附則第６項を附則第７項とする。 

  附則第５項の前の見出しを削り、同項を附則第６項とし、同項の前

に見出しとして「（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を付する。 

  附則第４項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４５項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、都

市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の施行

の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の北本市都市計画税条例附則第４項の規

定及び第２条の規定による改正後の同条例附則第５項の規定は、平成

３０年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２９年度分



までの都市計画税については、なお従前の例による。 


